
4 観 第 1 0 9 9 号  

令和４年 10 月 28 日  

 

   一般財団法人 日本旅行業協会 様 

 

福島県観光交流局長     

（ 公 印 省 略 ）     

  

一般観光客向けホープツーリズムの旅行商品造成事業 

説明会等日程について（依頼） 

日ごろより当県の観光振興に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 このことについては令和 4 年 10 月 18 日付け 4 観第 1043 号にて依頼しておりました

が、説明会及び旅行事業者招請日程が決まりましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴協会に加盟の事業者様の事業参画への働きかけ、周知等について、

御協力いただきますようお願いいたします。 

記 

  １．説明会 

日時   令和４年１１月９日（水） １０：００～１１：００ 

場所   オンライン開催（Zoom） 

内容   ・旅行商品造成支援内容の説明（指定パッケージの提示を含む） 

     ・旅行事業者招請内容の説明 

     ・ガイド育成研修の説明 等 

申込方法 別紙参加申込書を令和４年 11 月 7 日（月）17 時までに指定メールアド

レスまでご提出ください。 

    

  ２．旅行事業者招請 

    日時   令和４年１１月２１日（月）～２２日（火） 1 泊 2 日 

    招請場所 浜通り地方 

 

    申込方法、集合場所、行程、参加条件等については、説明会の際にご案内いたしま

す。 

 

 

 

（事務担当 観光交流課 石本 024-521-7398）  



（別紙） 

 

福島県観光交流課 石本 行き 

メール：ishimoto_minami_01@pref.fukushima.lg.jp 

 

 

【回答期限：2022 年 11 月 7 日（月）17 時まで】 

 

所属名                      

御担当者氏名・連絡先               

 

一般観光客向けホープツーリズム旅行商品造成支援説明会 参加申込書 

 

【参加者氏名】 

所属名・役職・お名前 メールアドレス 

（例）福島県観光物産交流協会・部⾧・福島 もも  

  

  

 

 

※参加申し込みをとりまとめ後、会議 URL を別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 観 第 1 0 4 3 号  

令和４年 10 月 18 日  

 

  一般財団法人 日本旅行業協会 様 

 

福島県観光交流局長     

（ 公 印 省 略 ）     

  

一般観光客向けホープツーリズムの旅行商品造成事業について（依頼） 

日ごろより当県の観光振興に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、このたび、県では、浜通り地域への旅行の需要喚起と交流人口拡大に向け、一

般観光客向けホープツーリズムの旅行商品造成を進めることといたしました。 

 つきましては、貴協会に加盟の事業者様の事業参画への働きかけ、周知等について、

御協力いただきますようお願いいたします。 

記 

  １．取組目的 

    福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出等により懸念される風評の払拭を図り、

浜通り地域への一般観光客の誘客を促進するため、旅行事業者等向けの旅行商品造

成支援を行う。 

 

  ２．取組内容 

    （１）旅行事業者招請 

      ・ 別途提示するホープツーリズムのプログラムを含む、浜通りの一般観光施

設等の視察を予定しています。 

なお、旅行商品造成へ繋げるための意見交換も実施予定です。 

    （２）旅行商品造成支援のためのワークショップ等 

      ・  地域で活躍する人々との意見交換会、バスガイド等のガイド研修を実施予

定です。 

    （３）旅行商品造成支援 

      ・  一般観光客向けホープツーリズムの旅行商品を造成のうえ催行した旅行

事業者等へ、送客数に応じた費用支援を実施予定です。 

    （４）特設サイトの展開 

      ・  各旅行事業者の一般観光客向けホープツーリズムの旅行商品等の情報を

一元的に発信するため、県において特設サイトを開設します。SNS 等を活

用した広告配信の実施も予定しています。 



  ３．取組期間 

    令和４年１０月下旬～令和５年３月１２日まで 

（期間中に終了する旅行商品のみを対象とする） 

 

  ４．依頼内容 

    下記事項を満たした浜通り地域への旅行の需要喚起を促進する展開を各社でお願

いします。 

    （１）商品での取組 

      一般観光客向け旅行商品の行程に別途提示するホープツーリズムの行程を追

加すること。 

    （２）ホープツーリズムの基礎的な知識に関するガイド研修の受講 

 

  ５．特設サイトへの掲載について 

    掲載をご希望される事業者様の特設サイトへの掲載内容、掲載申込方法等の詳細

については、後日、「ホープツーリズム運営強化事業」の受託事業者よりご案内差し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 観光交流課 石本 024-521-7398）   



（参考） 

○今後のスケジュール（予定） 

 ・１０月下旬：説明会 

 ・１１月１７日（木）～１８日（金）または１１月２１日（月）～２２日（火） 

                   ：旅行事業者招請ツアー 

 ・１１月２４日（木）または２５日（金）または１２月 1 日（木）  

：地域で活躍する人々との意見交換会 

 ・１１月２４日（木）～２５日（金）：ガイド研修会 １回目 

 ・１２月１日（木）～２日（金）  ：ガイド研修会 ２回目 

 ・１２月８日（木）～９日（金）  ：ガイド研修会 ３回目 

 ・１２月１５日（木）～１６日（金）：ガイド研修会 ４回目 

 ・１月１２日（木）～１３日（金） ：ガイド研修会 ５回目 

 

 


